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第５８回教育研究評議会議事概要 

 

 日 時  平成２１年４月１７日（金）１３時３０分～１４時４５分 

 場 所  事務局大会議室 

出席者  中村（議長），長野，樫見，櫻井，片桐，柴田，生田，中島，矢倉，五味，鹿島，

中尾，久保，上田，森本，川上，奥野，山本，中西，向，天野，大久保，中沼，

井上，福森，尾島，向田，笠井，青木，青野  

 欠席者  鈴木，金子，富田 

陪席者  高尾，田中，古川，中元，山崎，加納，伍賀，村本，早川 

 

議事に先立ち，議長から新任評議員の紹介があり，引き続き，総務・人事担当理事から陪

席部課長の紹介があった。 

 

１ 前回議事確認 

  第５７回教育研究評議会（３月１９日開催） 

  臨時教育研究評議会（３月２０日開催） 

  

２ 協 議 

   （１）金沢大学教員の任期に関する規程の改正について 

総務・人事担当理事から，医薬保健研究域薬学系及び人文社会研究域におい

て，新たに任期制の適用する者を追加することについて，[資料１]に基づき説

明があり，審議の結果，承認された。 

   （２）金沢大学職務発明補償金支払規程の改正について 

議長から概略が説明された後，研究・国際担当理事から，発明者へ支払う実

施又は譲渡補償金の額及び発明者が開発研究促進助成金の交付を受けている場

合の返還方法の改正について，[資料２] に基づき説明があり，審議の結果，承

認された。なお，施行日は平成２１年２月２７日となることも併せて承認され

た。 

   （３）名誉教授の称号授与について 

総務・人事担当理事から， [資料３]に基づき，今年度に名誉教授の称号を授

与する候補者２８名に係る授与基準等の説明があり，審議の結果，原案どおり

承認された。 

なお，議長から，名誉教授称号記授与式等を５月２９日（金）にホテル日航

金沢で開催する旨の説明があり，理事，関係部局長等に対して懇談会列席の要

請があった。 

   （４）名誉博士候補者について 

議長から， [資料４]に基づき，名誉博士の称号を授与する候補者１名に係る

授与基準等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。加えて，情報

担当理事から，今後の予定と協力依頼があった。 

 

３ 報 告（１） 

（１）平成２１年度の運営体制について 

    議長から，標記について，[資料５] に基づき報告があった。 
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（２）学長補佐等について 

    議長から，顧問及び学長補佐の異動について報告があった。 

（３）人事について 

    議長から，標記について，[資料６] に基づき報告があった。 

（４）就職支援室長の配置について 

教育担当理事から，標記について，[資料７]に基づき報告があった。 

（５）平成２１年度学域・大学院入学者数について 

教育担当理事から，標記について，[資料８]に基づき報告があった。また，

入学定員超過抑制に関する通知内容について説明があった。 

（６）科学研究費補助金交付内定状況について 

研究・国際担当理事から，標記について，〔資料９〕に基づき報告があった。 

（７）研究関係資金獲得状況について 

    研究・国際担当理事から，標記について，[資料１０]に基づき報告があった。 

（８）特許実施許諾契約の締結状況について 

研究・国際担当理事から，標記について，[資料１１]に基づき報告があった。 

（９）人間社会環境研究科と北京大学考古文博学院との部局間交流協定の締結について 

研究・国際担当理事から，標記について，[資料１２]に基づき報告があった。 

 

３ 報 告（２） 

（１）法科大学院入学定員の見直しについて 

法務研究科長から，標記について，[資料１３－１及び１３－２] に基づき報

告が行われた後，現在の状況について補足説明が行われた。 

 

４ その他  

   （１）第１回金沢大学未来開拓シンポジウムについて 

各研究域長から，それぞれのシンポジウムの開催状況と今後の計画について説

明があった。なお，今後の方針については学域長等との懇談会等で検討していく

こととなった。 

   （２）第６０回暁烏記念式・記念講演会について 

  情報担当理事から，標記について，[資料１４]に基づき説明があった。 

   （３）創基１５０周年記念事業に係るホームページの開設について 

  附属図書館長から，創基１５０周年記念事業に係るホームページの開設につ

いて説明があった。併せて，創基１５０周年記念事業に係る今後の日程，計画

等についての説明があり，同事業に対し協力依頼が行われた。 

   （４）平成２１年度教育研究評議会の開催日程について 

  議長から，標記について，[資料１５]に基づき説明があった。 

   （５）学長の任期に関する諸規則の改正について 

       議長から，学長選考会議の審議状況について説明があり，これらの審議を受け

て，学長の任期については次回の教育研究評議会及び経営協議会で審議，前回の

課題及び組織改編に伴う所要の改正等については次回の教育研究評議会で報告

することとした。 

 

○第５８回教育研究評議会  ５月１５日（金）１３時３０分から 


